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・障がい者のための
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なんでも相談箱

こうれいしゃしょう

高齢者･
.よう　　しゃ　かた

障がい者の方1
かん ほうリつそうだん ほんにん かぞく　えんごしや

こ関する法律相談であれば、ご本人･ご家族･援護者･

ふくしかんけいしょくいん　かた　ぎょうせいきかん　ふくしだんたい　びょういん

ケースワーカーさんなど福祉関係職員の方や行政機関・福祉回体・病院・

しせつ　たんとうしや

施設の担当者、
そうだん う

どなたからでも相談をお受けします!!
－

そうだん もうしこ げんそく　ふあつくす

相談のおEIﾖ込みは原則ＦＡＸで。
べんごし お かえ でんわ

弁護士が折リ返しおミ話して
そうだん つ

ご相談をお受けします。
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こうれいしや

高齢者
しょう しや かたがた　さまざま　　しんぱい そうだん つ

・障がい者の方やの様クな心配ごとの相談をお受けします。

五W,二ごごこｊ，

ご本人だけでなく
かぞく

1諭
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こうつうじこ

交通事故

えんごしゃ　ぎょうせいきかん　ふくしだんたいびょういんしせつとう

など

ゝ ご家族や援護者、行政機関・福祉回体・病院・施Ｓ等において

こうれいしゃしょう しゃ　かた　せつ かたがた　ぎもん　しんぱい ほうてきそくめん

高齢者や障がいきの方と接している方ぐの疑問や心Ｅごと、法的な側nlからアドバイ
－

つ ようぼう

スを受けたいというご要望lこもお応えします!

となり

隣のおじいさんのこと
そうだん

相談してみよう。

せいねんこうけん

成年後見って、
ぐたいてき'

具体的

にはどうやったらでき
リようしゃ

るのかしら。利用者さ
リよう

んも利■できるかしら.。
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利用者さんの金銭管III.
もんだい

問題があるようだけれど、
せいねんこうけん　ﾘよう

成年後見の利JE目をすすめ
．ほう‥,．．．＿

た方がよいかしら。

そうだん

ちょっと相談

してみよう。

きんせんかんリヘ

ｒんの金銭管Ｗ、

.るようだけれど、
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!の利用をすすめ

いかしら。／

かあ　　　　　ヘ

お母さんのこと
そうだん

相談してみようｓ
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利用者さんのこと
そうだん

相談してみよう。、
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借金をＳ済できない。
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そうだんきばう　かた

ｉ
そうだん てじゅん

相談の手順

くまもとけんべんごしかいあて ばんごう

ｷ目ま希望の方は、熊本県が護士台宛（フアツクス番ｑ:096-325-0914）

うらめん　そうだんもうしこみしょひつようじこう　きさい

こ裏rｍの相談申ら書に必要事Jrlを記載してフアツワスする。

うらめん　そうだんもうしこみしょ　き　と しようくだ

ホ裏rｍの相談申iき書を切リ取つてご使ｍ下さい。

ホフアツクスでの相談串iムは、

でんわそうだんたんとう　べんごし そうだん　もう　こ

じかんうけつけかのう

２４時間受付・能です。

かた　でんわれんらく　と

ミ話相談担当の弁護士が、相談を申しiムまれた方に電話連絡を取リます。

そうだんもうしこみ どにちしゅくじつのぞ じかんいない でんわれんらく

ホ相談串iきから土日祝日を除く２４時間以内に、・話連絡いたします。
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か

下
き そうだんもうしこみしょ　ひつようじこう　きさい　うえ くだ

Ｅの相談串込害に必要事項をＥ載の上フアツタスして下さい。

【フアツクスＳ号 :096-325-0914】

そうだんもうしこみしよ

相談串込書

へいせい　　ねん　　がつ　　にち

平成　　年　　JEl1　　日

そうだんもうしこみしやしめい

相談串込者氏名

しよぞくだんたい

(所属回体)

れんらくさき　　でんわばんごう

連絡先のおｍ話番号

れんらくかのう　じかんたい

連絡可能な時間帯

【相ま内容】（簡単なF大1容のｍ明だけでもＳ構です）

と あ くまもとけんべんごしかい

お問い合わせは熊本県弁Ｓｔ会まで

と あ じかん

ホお問い合わせ時間ホ
まいしゅうげつようび
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きんようび　しゅくじつのぞ ごぜん　じ
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毎RJ≡jW日から台Ｗ日（祖日は除く）午前９Ｒから午後５時３０おまで

くまもとけんべんごしかい

熊本県弁護士会
でんわばんごう

電話番号：

干860-0078

096-325-0913

くまもとしちゅうおうくきょうまち　ちょうめ ばん ごう

熊本市[1=1央区京町１丁目１３番１１号

フアツクス番号 :096-325-0914
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午後１時～４時（祝四,よ匹）’

高齢き・障がい者問Ｓにミり組む弁護ｔが、ご本人、

ごま族,支援者の方４のお悩みにllほでｷ目談にg;じます。

ｅ遺言をどう霞けばいいか知りたい

ｅ相続のことについて知りたい

・物忘れがひどくなってきたので預金の管JIをしてほしい

●家に来た業者が高い商品を売りつけた

ｅ借余が多くて返せない

ｅ年余を息？が取り込み渡してくれない

など悩んでおられることをなんでもごれjaください。

電話相談の結果、面談して相談する心要がある

４合は,法律事務所での来所相談もお受けします。

ま律事務所へお越しｍくことがM41難な万につい

ては、ｍ張相談もいたします。

来所・ni張の相談料はぼ回としてff料ですが、

ご本人の資力等によっては無料となる場合もあり

ますので、お気軽にご相談ください。

ｙ岬11?り1jSyか　dｇ
高齢者や障がいのある人にとって、何か

トラブルがあったときに、かａ ｔ111a■や

弁護ｔ会まで相まに行くことはなかなか大変

なことです。

弁護士会では、尚齢者・障がいのある人の

ために無料で電話法律相談を行つています。

お気軽にご相ａください。

＜お回いむせ先＞

熊本県弁護ｔ会（事務局）
干860-0078熊本市中央Eg京lrr l T目１３-１１
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